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一
　
は
じ
め
に

　
「
禹
貢
」
は
「
今
文
尚
書
」
の
一
篇
で
あ
る
が
、「
牧
誓
」
や
「
康
誥
」
な
ど

の
諸
篇
が
政
令
の
よ
う
な
政
治
的
文
書
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
地
理
的
に
世

界
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
地
理
説
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。「
禹

の
治
水
」
と
い
う
物
語
の
形
を
借
り
つ
つ
も
、
編
纂
当
時
の
地
理
的
な
知
識
に

基
づ
い
て
世
界
を
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、「
地
理
書
」
と
よ
び
う
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
古
代
中
国
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
後
の
時
代
、
中
国
世
界
が

地
理
的
に
拡
大
し
て
く
る
と
、「
禹
貢
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
理
的
な
知
識
は
、

そ
の
時
代
の
も
の
と
は
齟
齬
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
地
理
書
と
し
て
の「
禹

貢
」
は
、
あ
く
ま
で
古
代
中
国
の
地
理
説
で
あ
り
、
後
の
時
代
に
そ
の
ま
ま
で

継
承
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
方
で
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
経
書
」
の
一
篇
で
あ
り
、
中
国
前

近
代
の
、
い
わ
ゆ
る
「
経
学
時
代
」
に
あ
っ
て
は
、
聖
典
と
し
て
不
可
侵
性
を

帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、「
地
理
書
」
と
し
て
は
妥
当
性
を
失
っ
て
い

て
も
、「
経
典
」と
し
て
尊
崇
し
、則
り
随
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。「
禹

貢
」
が
こ
う
し
た
矛
盾
と
も
言
い
う
る
性
質
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
人
々
が
、
こ
の
書
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
、
解
釈
し
た
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
、
当
該
時
代
の
「
経
書
」
の
尊
崇
の
仕
方
や
そ
の
程
度
、
態
度

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
、「
禹
貢
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
た
の
か
、「
禹
貢
」

を
ど
う
解
釈
し
た
の
か
と
い
う
「
禹
貢
解
釈
」
の
歴
史
的
な
変
遷
を
追
っ
て
い

く
こ
と
で
、
中
国
経
学
史
、
ま
た
中
国
思
想
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　「
禹
貢
」
に
つ
い
て

　
「
禹
貢
」
解
釈
の
歴
史
を
追
う
前
に
、
先
ず
「
禹
貢
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、

概
説
を
し
て
お
き
た
い
。
改
め
て「
禹
貢
」の
内
容
を
解
読
し
、
さ
ら
に「
禹
貢
」

の
成
立
に
つ
い
て
、
諸
説
を
検
討
す
る
。

　
二-

一
　「
禹
貢
」
の
内
容

　
「
尚
書
」
禹
貢
篇
は
、
す
べ
て
で
一
一
八
一
言
か
ら
な
る（
１
）。
そ
れ
を
、
尹
世

積
『
禹
貢
集
解
』（２
）の
説
に
基
づ
い
て
、
項
目
立
て
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

　

第
一
章　

総
綱
【
一
二
言
】

「
禹
貢
」
解
釈
史
（
稿
）
そ
の
一

薄
　
井
　
俊
　
二
　
　
埼
玉
大
学
教
育
学
部
言
語
文
化
講
座
国
語
分
野

キ
ー
ワ
ー
ド
：
禹
貢
、
中
国
古
代
地
理
書
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第
二
章　

九
州
【
六
六
七
言
】

　
　

第
一
節　

冀
州
（
五
七
言
）

　
　

第
二
節　

兗
州
（
六
八
言
）

　
　

第
三
節　

青
州
（
六
〇
言
）

　
　

第
四
節　

徐
州
（
七
七
言
）

　
　

第
五
節　

揚
州
（
七
九
言
）

　
　

第
六
節　

荊
州
（
九
七
言
）

　
　

第
七
節　

豫
州
（
六
一
言
）

　
　

第
八
節　

梁
州
（
七
〇
言
）

　
　

第
九
節　

雍
州
（
九
八
言
）

　

第
三
章　

導
山
【
八
七
言
】

　
　

第
一
節　

北
条
北
境
（
三
八
言
）

　
　

第
二
節　

北
条
南
境
（
二
〇
言
）

　
　

第
三
節　

南
条
北
境
（
一
三
言
）

　
　

第
四
節　

南
条
南
境
（
一
六
言
）

　

第
四
章　

導
水
【
二
四
五
言
】

　
　

第
一
節　

弱
水
（
一
三
言
）

　
　

第
二
節　

黒
水
（
一
一
言
）

　
　

第
三
節　

河
水
（
五
三
言
）

　
　

第
四
節　

漾
水
（
三
九
言
）

　
　

第
五
節　

江
水
（
三
三
言
）

　
　

第
六
節　

濟
水
（
三
六
言
）

　
　

第
七
節　

淮
水
（
一
四
言
）

　
　

第
八
節　

渭
水
（
二
四
言
）

　
　

第
九
節　

洛
水
（
二
二
言
）

　

第
五
章　

総
敍
【
五
五
言
】

　
　

第
一
節　

水
治
（
二
四
言
）

　
　

第
二
節　

田
賦
（
二
〇
言
）

　
　

第
三
節　

建
官
（
三
言
）

　
　

第
四
節　

敬
徳
（
八
言
）

　

第
六
章　

五
服
【
八
九
言
】

　
　

第
一
節　

甸
服
（
二
九
言
）

　
　

第
二
節　

候
服
（
一
八
言
）

　
　

第
三
節　

綏
服
（
一
六
言
）

　
　

第
四
節　

要
服
（
一
三
言
）

　
　

第
五
節　

荒
服
（
一
三
言
）

　

第
七
章　

総
結
【
二
六
言
】

　

第
一
章
「
総
綱
」
は
、
禹
が
大
地
を
分
け
て
九
州
の
彊
域
を
定
め
た
と
い
い
、

禹
の
治
水
事
業
を
巻
頭
に
据
え
た
、
全
体
の
「
序
文
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
呼
応
す
る
の
が
、
第
五
章
の
「
総
敍
」
と
第
七
章
の
「
総
結
」
に
あ
た
る
。

い
わ
ば
「
序
文
」
に
対
し
「
結
び
の
文
」
が
二
箇
所
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

点
は
、
後
述
す
る
。

　

地
理
説
を
説
い
た
「
中
間
部
分
」
は
、
中
国
の
大
地
を
九
つ
に
分
け
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
「
彊
域
」
に
お
け
る
土
地
の
有
り
様
を
記
し
た
第
二
章
「
九
州
」、
東

西
に
走
る
四
本
の
山
脈
を
考
え
る
第
三
章
「
導
山
」、
九
本
の
河
川
を
記
し
た
第

四
章
「
導
水
」、
都
を
中
心
と
し
た
、
同
心
円
的
な
政
治
世
界
を
描
い
た
第
六
章

「
五
服
」
が
あ
る
。

　

第
二
章
「
九
州
」
は
、
中
国
の
大
地
を
九
つ
に
区
分
し
た
も
の
で
、
シ
ン
メ

ト
リ
ー
性
は
全
く
な
い
。
こ
う
し
た
「
九
州
説
」
は
、「
周
礼
」
職
方
氏・「
爾
雅
」
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釈
地
・「
呂
氏
春
秋
」
有
始
篇
に
見
ら
れ
る
が
、
州
名
に
若
干
の
出
入
が
あ
り
、

そ
の
先
後
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
大
地
を
「
九
つ
」
に
区
切
る
発
想
は
、

周
の
「
井
田
制
」
の
よ
う
に
、
方
形
の
大
地
を
縦
と
横
に
三
分
割
し
、「
中
央
」

を
「
正
東
」「
東
南
」「
正
南
」「
西
南
」「
正
西
」「
西
北
」「
正
北
」「
東
北
」
の

八
面
が
取
り
囲
む
と
い
う
構
図
が
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
。「
大
地
は
九
面
」
の
発

想
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
も
の
が
先
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
の
ち
に
、
現
実
の
大
地
を
捉
え
る
際
に
も
、「
九
つ
」
に
分
け
る
の
が

自
然
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

各
州
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
象
徴
的
な
山
岳
や
河
川
を
境
界
と
す

る
「
彊
域
」
の
範
囲
、
そ
こ
で
禹
が
施
し
た
治
績
、
九
段
階
の
等
級
で
表
さ
れ

る
農
業
用
地
と
し
て
の
「
土
質
」
と
ふ
さ
わ
し
い
「
田
賦
」、
貢
ぎ
物
と
な
る
特

産
物
、
異
民
族
か
ら
の
貢
ぎ
物
、
都
へ
の
貢
道
な
ど
で
あ
る
。「
禹
の
治
水
」
と

い
う
「
脚
色
」
を
取
り
払
え
ば
、
あ
る
特
定
の
時
代
の
「
地
理
知
識
」
に
基
づ

く
「
地
理
書
」
で
あ
る
。
政
治
地
理
を
含
む
「
人
文
地
理
」
的
な
地
理
説
だ
と

い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
地
理
説
を
「
禹
の
治
水
」
と
い
う
物
語
で
覆
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

　

第
三
章
「
導
山
」
は
、
国
内
の
主
な
山
岳
に
つ
い
て
、
連
続
す
る
四
本
の
山

脈
と
し
て
記
述
す
る
。「
導
」
の
字
義
が
不
詳
で
あ
る
。
第
四
章
の
「
導
水
」
の

「
導
」は
、
ま
さ
に
河
川
を
誘
導
し
て
疏
通
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、「
山
」を「
導
」

す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
治
水
」
の
た
め
の
「
治
山
」
で
あ
る
と
か
、「
山

を
順
行
し
た
」
と
す
る
解
も
あ
る（
３
）。
あ
る
い
は
「
導
水
」
か
ら
「
導
」
の
文

字
を
用
い
た
に
過
ぎ
ず
、
単
に
「
山
脈
」
を
表
現
し
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
四
章
「
導
水
」
で
は
、
神
話
的
な
河
川
で
あ
る
「
弱
水
」
と
「
黒
水
」
が

先
ず
置
か
れ
、
次
い
で
最
も
長
文
で
情
報
量
が
多
い
「
河
水
（
黄
河
）」
が
書
か

れ
る
。
そ
の
支
流
で
あ
る
「
洛
水
」
や
、「
江
水
（
長
江
）」
と
そ
の
支
流
な
ど

の
九
本
が
記
さ
れ
る
。

　

こ
の
二
章
は
、
山
岳
と
河
川
を
記
し
た
も
の
で
、
中
国
全
体
の
「
自
然
地
理
」

的
な
地
理
書
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
「
導
」
の
担
い
手
と
し
て

禹
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
先
の
「
九
州
」
と
あ
わ
せ
て
、
こ
こ
で
「
禹
の

治
水
」物
語
は
、
一
旦
閉
じ
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
第
五
章
の「
総
敍
」

の
末
尾
に
あ
る
禹
の
言
葉
「
祗
台
德
先
、
不
距
朕
行
（
祗つ
つ

し
み
て
德
を
台も
つ

て
先

と
し
て
、
朕わ

が
行
ひ
を
距ふ
さ
が
ざ
れ
）」
は
、
他
の
「
尚
書
」
の
文
体
と
類
似
し
て

お
り
、「
尚
書
」の
地
の
文
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り「
禹
貢
」は
、

一
度
こ
の
段
階
で
終
結
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

第
六
章
は
、
同
心
円
的
な
「
方
格
」
が
重
な
っ
た
地
理
説
で
あ
る
。
中
心
の

都
か
ら
遠
ざ
か
る
ほ
ど
、「
非
文
明
的
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
極
め
て
モ
デ

ル
的
な
世
界
観
で
あ
る
。
中
央
の
天
子
に
よ
る
「
感
化
力
」
が
周
囲
に
及
ん
で

い
く
の
だ
が
、
距
離
が
遠
く
な
る
に
つ
れ
て
そ
れ
が
薄
れ
て
い
く
と
い
う
発
想

を
持
つ
。
第
二
章
・
第
三
章
・
第
四
章
が
実
際
の
中
国
の
大
地
に
即
し
て
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
と
は
、
世
界
の
捉
え
方
が
異
質
の
も
の
で
あ
る（
４
）。
お
そ
ら

く
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
で
ま
と
ま
っ
て
い
た
も
の
に
、
新
た
に
第
六
章
が

附
加
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
更
に
第
七
章
の
「
総
結
」
を
加
え

る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
第
七
章
の
末
尾
の「
禹
錫
玄
圭
、
告
厥
成
功（
禹

玄
圭
を
錫あ
た
へ
、
厥
の
成
功
を
告
ぐ
）」
と
い
う
文
も
、
他
の
「
尚
書
」
の
文
体
と

類
似
す
る
。

　

ま
と
め
る
と
、「
禹
貢
」
の
成
立
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、先
ず
素
材
と
な
る
地
理
説
が
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
段
階
で
は「
九
州
」

説
と
、「
導
山
・
導
水
」
説
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、「
禹
の
治
水
」
と
い
う
と
い

う
物
語
で
、
ま
と
め
ら
れ
、
ま
た
内
容
も
そ
れ
に
即
し
て
若
干
変
更
さ
れ
た
。

そ
し
て
「
禹
」
が
登
場
す
る
序
文
と
跋
文
で
ま
と
め
ら
れ
た
。
次
に
「
五
服
」
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説
が
附
加
さ
れ
、
さ
ら
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
跋
文
が
加
え
ら
れ
て
再
度
ま
と
め

ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
二-
二
　「
禹
貢
」
の
成
書
年
代

　

い
わ
ゆ
る
「
経
学
的
立
場
」
か
ら
す
れ
ば
、「
禹
貢
」
は
、
禹
の
時
代
に
記
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。少
な
く
と
も
、孔
子
の
手
を
経
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

し
か
し
、「
史
学
的
立
場
」
に
よ
り
、「
禹
貢
の
成
立
年
代
」「
成
書
時
代
」
は
、

科
学
的
検
討
を
経
た
上
で
、様
々
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。そ
の
あ
ら
ま
し
を
記
す
。

（
一
）
民
国
以
来
の
中
国
人
学
者
の
説

　

先
ず
民
国
以
来
の
中
国
の
学
者
の
代
表
的
な
説
を
紹
介
す
る
。

　
「
禹
貢
」
を
夏
禹
の
時
代
の
も
の
で
は
な
く
、
周
代
以
降
の
も
の
だ
と
す
る
説

は
、「
古
史
辨
」（
一
九
二
六
年
～
）
や
「
禹
貢
半
月
刊
」（
一
九
三
四
年
～
）
の

中
で
語
ら
れ
て
き
た
が（
５
）、
丁
寧
な
考
証
に
基
づ
く
も
の
は
、
第
二
次
大
戦
後

に
本
格
化
す
る
。

　

そ
の
初
出
は
大
戦
前
だ
が
、
傅
斯
年
「
論
伏
生
所
伝
書
二
十
八
篇
之
成
分
」（６
）

は
、「
禹
の
九
州
」
や
禹
貢
所
載
の
地
名
を
検
討
し
た
上
で
、「
以
文
辞
論
、
固

絶
不
能
為
夏
商
及
西
周
之
書
」
で
あ
り
、「
若
以
為
東
周
之
書
、
可
無
謬
焉
」

と
し
、「
禹
貢
」
の
成
書
を
「
東
周
時
代
（
春
秋
戦
国
時
代
）」
と
す
る
。

　

顧
頡
剛
「
禹
貢
（
全
文
注
釈
）」（７
）は
、
秦
始
皇
帝
統
一
後
の
地
名
が
「
禹
貢
」

に
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
そ
れ
以
前
で
、「
禹
貢
」
中
に
記
載
の
あ
る
「
震
沢
（
太

湖
）」「
衡
山
」「
恒
山
」
が
前
二
八
〇
以
前
の
戦
国
諸
国
の
彊
域
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
と
し
、「
禹
貢
」
の
成
書
を
「
前
二
八
〇
以
前
の
前
三
世
紀
」
と
す
る
。

　

屈
万
里
「
論
禹
貢
著
成
的
時
代
」（８
）は
、
先
行
す
る
諸
説
を
詳
細
に
検
討
し

た
結
果
「
禹
貢
著
成
時
代
、
最
早
不
能
前
於
春
秋
中
葉
、
不
会
到
戦
国
時
代
。

它
大
概
是
春
秋
晩
年
晋
国
人
所
編
的
一
篇
理
想
的
「
体
国
経
野
」
之
書
」
で
あ

る
と
結
論
づ
け
、「
春
秋
時
代
中
葉
」
だ
と
す
る
。

　

尹
世
積
『
禹
貢
集
解
』（９
）は
、「
近
年
の
多
く
の
学
者
は
、
禹
貢
は
前
三
〇
〇

年
頃
の
戦
国
時
代
の
、
儒
家
の
仮
託
だ
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
の
反
証
も
な
い

の
で
、
取
り
あ
え
ず
そ
れ
に
従
う
」
と
す
る
。

　

辛
樹
幟『
禹
貢
新
解
』（10
）は
、
個
人
的
推
測
と
し
て「
西
周
的
文
、
武
、
周
公
、

成
、
康
全
盛
時
代
、
下
至
穆
王
為
止
」
と
す
る
。

　

史
念
海
「
論
「
禹
貢
」
的
著
作
年
代
」（11
）は
、
徐
州
の
貢
道
で
あ
る
菏
水
の

開
削
が
、
前
四
八
二
年
以
降
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
九
州
と
河
川
の
流

域
が
戦
国
時
代
諸
国
の
形
勢
と
近
似
す
る
こ
と
、
禹
都
は
魏
都
で
あ
り
、「
禹
貢
」

が
梁
惠
王
の
事
績
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、

禹
貢
の
成
書
を
、
前
三
七
〇
年
か
ら
前
三
六
二
年
の
間
と
す
る
。

　

王
成
祖
『
中
国
地
理
学
史
』（12
）は
、
辛
樹
幟
の
西
周
説
に
対
し
、「
禹
貢
」
に

あ
る
雍
州
・
賦
制
・
鉄
が
西
周
に
な
い
こ
と
、「
禹
」
の
名
は
「
夏
」
に
関
わ
り

「
西
周
」
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
西
周
説
を
否
定
。
一
方
、
戦
国
時
代
説
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
さ
れ
る
、
梁
州
・
税
制
・
鉄
に
つ
い
て
、
春
秋
時
代
後
期
に
は
あ
っ

た
と
し
、
更
に
「
禹
貢
」
が
経
書
で
あ
る
「
尚
書
」
の
一
篇
で
あ
る
こ
と
を
元
に
、

春
秋
時
代
後
期
の
前
五
〇
〇
頃
に
、
孔
子
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
す
る
。

　

李
長
傅
『
禹
貢
釈
地
』（13
）は
、
梁
州
の
「
鉄
」、
九
州
の
名
、
九
州
の
範
囲
（
特

に
「
梁
州
」
が
あ
る
こ
と
）、
九
州
・
五
服
説
な
ど
が
、
い
ず
れ
も
戦
国
時
代
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
前
三
〇
〇
年
前
後
の
戦
国
時
代
成
立
説
を
採
る
。

　

唐
錫
仁
・
楊
文
衡
『
中
国
科
学
技
術
史　
地
学
巻
』（14
）は
、「
禹
貢
」
は
禹
に

仮
託
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
幾
分
は
史
実
を
伝
え
て
い
る
と
す
る
。
成
書
に
つ
い

て
は
、
王
成
祖
・
顧
頡
剛
・
史
念
海
・
辛
樹
幟
ら
の
諸
説
を
紹
介
す
る
に
留
め

て
い
る
。

　

最
も
新
し
い
「
禹
貢
」
の
専
著
で
あ
る
、
高
師
第
『
禹
貢
研
究
論
集
』（15
）は
、
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堯
舜
禹
を
歴
史
的
実
在
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
、
舜
帝
が
葬
ら
れ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
湖
南
省
の
九
嶷
山
が
荊
州
の
衡
山
よ
り
も
南
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
禹

貢
」
は
舜
帝
以
前
の
堯
帝
の
時
代
が
上
限
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
「
導
山
」
の

記
事
な
ど
か
ら
春
秋
中
期
以
前
の
成
立
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
二
）
日
本
人
学
者
の
説

　

次
に
日
本
の
学
者
の
も
の
を
紹
介
す
る
が
、
こ
ち
ら
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

前
の
も
の
が
中
心
で
、
そ
れ
以
後
は
、
お
お
む
ね
そ
れ
ら
を
踏
襲
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

　

先
ず
小
川
琢
治
は「
上
古
地
誌
と
し
て
の
禹
貢
と
山
海
経
の
価
値
」（16
）で
、「
山

海
経
」
と
の
比
較
か
ら
、
古
代
の
未
開
人
に
と
っ
て
奇
怪
な
神
話
的
事
象
は
む

し
ろ
当
た
り
前
で
あ
り
、「
吾
人
は
尚
書
の
首
の
諸
篇
を
以
て
儒
家
の
手
に
よ
っ

て
上
古
の
伝
説
を
治
国
経
世
の
主
義
に
按
排
し
た
も
の
と
考
え
る
の
を
至
当
と

し
、禹
貢
に
何
等
の
異
物
怪
神
を
見
な
い
の
は
、其
儒
家
の
刪
定
を
経
た
る
結
果
」

で
あ
る
と
し
、「
山
海
経
」
よ
り
も
「
禹
貢
」
が
時
代
が
下
る
と
す
る
。
ま
た
「
九

州
」
の
説
に
つ
い
て
、「
爾
雅
」
釈
地
の
九
州
に
は
な
く
、「
禹
貢
」
に
見
ら
れ

る
「
梁
州
」
に
つ
い
て
、「
四
川
省
の
東
北
部
を
含
む
」
と
し
、
当
該
地
域
が
「
中

国
に
属
し
た
の
は
、
戦
国
秦
恵
王
九
年
」
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
そ
し
て
「
爾
雅
」
を
「
春
秋
晋
又
は
戦
国
三
晋
人
の
手
に
成
っ
た
か
、

若
し
く
は
刪
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
上
で
、「
尚
書
」
が
秦
に
伝

わ
っ
た
後
に
、「
梁
州
」
が
九
州
の
一
つ
に
加
え
ら
れ
た
の
で
は
無
か
ろ
う
か
、

と
推
測
す
る
。

　

内
藤
湖
南
は
「
禹
貢
製
作
の
時
代
」（17
）で
、「
禹
貢
」
の
九
州
に
「
梁
州
」
が

あ
り
、
こ
の
地
を
「
今
の
四
川
、
雲
南
地
方
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
ら

の
地
が
中
国
化
し
た
の
は
、
秦
の
昭
襄
王
の
時
だ
と
す
る
。
土
色
に
関
す
る
こ

と
な
ど
も
、
戦
国
か
ら
漢
初
ま
で
の
間
に
完
成
し
た
「
管
子
」
な
ど
の
中
に
は
、

こ
れ
に
類
し
た
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、「
禹
貢
」
と
「
類
似
し
共
通

し
た
他
の
材
料
は
多
く
は
戦
国
時
代
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
禹
貢
の
中
に
時
と

し
て
戦
国
時
代
よ
り
も
古
い
材
料
を
多
少
含
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
組
み

立
て
た
時
代
並
び
に
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
多
く
の
材
料
は
戦
国
時
代
以
前
に

こ
れ
を
上
せ
る
こ
と
が
難
し
い
と
考
え
る
」
と
し
て
い
る（
18
）。

　

宮
崎
市
定
は
「
古
代
中
国
賦
税
制
度
」（19
）で
「
呂
氏
春
秋
」
と
「
禹
貢
」
の

九
州
を
比
較
し
、
前
者
に
あ
る「
幽
州
」が
後
者
で
は
な
く
、
代
わ
り
に「
梁
州
」

が
数
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
幽
州
を
入
れ
る
「
呂
氏
春
秋
」
の
説
の

方
が
禹
貢
の
説
よ
り
も
古
い
、と
し
、禹
貢
の
九
州
は
呂
氏
春
秋
以
後
に
於
い
て
、

梁
州
に
近
き
地
方
で
出
来
上
が
っ
た
学
説
で
あ
る
」
と
し
、
そ
こ
は
「
秦
漢
の

都
長
安
」で
あ
る
と
い
う
。
ま
た「
禹
貢
」で
は
九
州
の
ひ
と
つ「
雍
州（
関
中
）」

が
「
厥
田
惟
上
上
」
と
肥
沃
な
土
地
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
地
が
豊
か
に
な
っ

た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
鄭
国
渠
」
の
開
削
以
後
で
あ
り
、
そ
れ
は
始
皇
帝
の
一

〇
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、「
禹
貢
」
の
編
纂
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
だ
と
す
る
。

　

日
比
野
丈
夫
は
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』（20
）に
お
い
て
、「
要
す
る
に
戦
国
時
に

当
時
の
形
勢
に
基
づ
い
て
、
統
一
帝
国
実
現
の
夢
を
伝
説
の
治
水
の
英
雄
禹
に

結
び
つ
け
て
具
体
化
し
た
、
擬
古
的
な
作
品
で
あ
る
」
と
し
て
い
る（
21
）。

注（
１
）	

顧
頡
剛
「
禹
貢
（
全
文
注
釈
）」
後
掲
注
（
７
）
や
池
田
末
利
『
尚
書
』（
集

英
社
、
一
九
七
一
年
）
な
ど
は
、
江
声
「
尚
書
集
注
音
疏
」
巻
三
（「
皇
清
経
解
」

巻
三
九
二
）
の
説
に
よ
り
、「
九
州
」
揚
州
に
二
字
の
衍
字
が
あ
る
と
す
る
。
ま
た

池
田
は
、
楊
筠
如
「
尚
書
覈
詁
」
禹
貢
第
三
（「
尚
書
類
聚
初
集
」（
五
）
所
収
）

の
説
に
よ
り
、「
五
服
」
甸
服
に
一
字
の
衍
字
が
あ
る
と
す
る
。

（
２
）	

尹
世
積
『
禹
貢
集
解
』（
上
海
）
商
務
印
書
館
、
一
九
五
七
年
。

（
３
）	

注
（
１
）
前
掲
顧
頡
剛
書
。
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（
４
）	

い
わ
ば
、
異
な
っ
た
世
界
観
に
よ
る
地
理
説
が
、
並
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
代
の
「
地
理
書
」
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
異
説
並
存
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

「
淮
南
子
」
地
形
訓
は
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
「
九
州
説
」
や
河
川
誌
な
ど
十
三
種
類

の
地
理
説
が
並
存
し
て
お
り
（
拙
稿
「
淮
南
子
地
形
訓
の
基
礎
的
研
究
」『
中
国
哲

学
論
集
』
第
一
〇
号
、
一
九
八
四
）、「
漢
書
」
地
理
志
は
、「
禹
貢
」
を
含
む
地
理

的
把
握
の
歴
史
、「
郡
国
表
」
に
よ
る
現
在
の
漢
王
朝
支
配
世
界
、
あ
る
べ
き
姿
と

し
て
の
風
俗
地
理
説
の
、
三
種
類
を
並
存
さ
せ
て
い
る
（
拙
稿
「
中
国
古
代
の
地

理
思
想
の
思
想
史
的
研
究
」『
中
国
─
社
会
と
文
化
』
第
四
号
、
一
九
八
九
）。

（
５
）	

丁
文
江
「
論
禹
地
水
説
不
可
信
書
」、
顧
頡
剛
「
論
禹
治
水
故
事
書
」（「
古

史
辨
」
第
一
冊
）
や
許
道
齢
「
從
夏
禹
地
水
説
之
不
可
信
談
到
禹
貢
之
著
作
時
代

及
其
目
的
」（「
禹
貢
半
月
刊
」
一
巻
四
期
）
等
。

（
６
）	

傅
斯
年
（
一
八
九
六
～
一
九
五
〇
）。
中
央
研
究
院
歷
史
語
言
研
究
所
の
創
設

に
関
わ
り
、
國
立
北
京
大
學
代
理
校
長
や
國
立
臺
灣
大
學
校
長
を
歴
任
し
た
。「
論

伏
生
所
伝
書
二
十
八
篇
之
成
分
」
は
「
中
国
古
代
文
学
史
講
義
」
の
一
節
で
、
一

九
二
八
年
の
中
山
大
学
に
お
け
る
講
義
ノ
ー
ト
。
刊
行
は
、『
傅
孟
真
先
生
集
」
第

二
冊
（
一
九
五
二
年
、
台
湾
大
学
）
が
最
初
で
、
欧
陽
哲
生
主
編
『
傅
斯
年
全
集
」

第
二
巻
、
湖
南
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
所
収
。

（
７
）	

顧
頡
剛
（
一
八
九
三
～
一
九
八
〇
）。
中
山
大
学
、
復
旦
大
学
等
の
教
授
を
歴

任
。
点
校
本
「
二
十
四
史
」
の
事
業
に
関
わ
る
。「
禹
貢
（
全
文
注
釈
）」
は
、「
禹

貢
」
に
詳
細
な
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
、
序
文
の
中
で
「
成
書
」
問
題
を
取
り
上

げ
る
。
中
国
科
学
院
地
理
研
究
所
編
『
中
国
古
代
地
理
名
著
選
読
」
第
一
輯
、
中

華
書
局（
香
港
）、
一
九
六
三
年
）所
収
。
同
書
は
、（
学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

と
し
て
リ
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
。
な
お
、「
禹
貢
」
が
戦
国
時
代
に
作
ら
れ
た
と
す
る

説
は
、
簡
略
な
も
の
が
「
論
今
文
尚
書
著
作
時
代
書
（
胡
適
宛
）」（
一
九
二
六
年
）

「
古
史
辨
」
第
一
冊
（
樸
社
、
景
山
書
社
、
一
九
二
六
年
）
に
既
に
見
ら
れ
る
。

（
８
）	

屈
万
里
（
一
九
〇
七
～
一
九
七
九
）。
上
古
典
籍
研
究
者
。
国
立
台
湾
大
学
教

授
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
研
究
院
な
ど
を
歴
任
。「
論
禹
貢
著
成
時
代
」

は
、「
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
」
第
三
十
五
本
、
一
九
五
三
年
）
所
収
。

の
ち
『
書
傭
論
学
集
』（
開
明
書
店
、
一
九
六
九
年
）
に
収
載
さ
れ
、
さ
ら
に
『
屈

万
里
先
生
全
集
』
十
四
（
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
八
四
年
）
に
収
載
。
本
論

文
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
、
屈
万
里「
先
秦
文
史
資
料
考
辨
」（『
屈
万
里
先
生
全
集
』四
）

に
あ
る
。

（
９
）	

注
（
２
）
前
掲
。
簡
単
な
序
文
に
、
禹
貢
本
文
の
注
釈
を
施
し
た
も
の
。

（
10
）	

辛
樹
幟
（
一
八
九
四
～
一
九
七
七
）。
農
業
教
育
家
、
農
業
史
学
家
。
西
北
農

学
院
院
長
な
ど
を
歴
任
。『
禹
貢
新
解
』（
農
業
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）
は
、
自

ら
の
説
を
述
べ
る
「
第
一
篇　

禹
貢
製
作
時
代
的
推
測
」、
諸
先
生
と
の
往
復
書
簡

で
あ
る
「
第
二
篇　

禹
貢
製
作
時
代
的
討
論
」
と
、「
禹
貢
」
の
諸
課
題
を
論
じ
た

「
第
三
篇　

禹
貢
新
解
」
が
中
心
で
あ
る
。

（
11
）	

史
念
海
（
一
九
一
二
～
二
〇
〇
一
年
）。
歴
史
地
理
学
家
。
歴
史
地
理
研
究
所

所
長
な
ど
を
歴
任
。
論
文
集
に
「
河
山
集
」
一
～
七
集
が
あ
り
、「
論
『
禹
貢
」
的

著
作
年
代
」
は
「
陝
西
師
大
学
報
」（
一
九
七
九
年
三
期
）
所
載
で
、『
河
山
集
』

第
二
集
、
及
び
『
史
念
海
全
集
』
第
三
巻
所
収
。

（
12
）	

王
成
祖
『
中
国
地
理
学
史　

先
秦
至
明
代
』（
商
務
印
書
館
、
初
版
一
九
八

二
年
）。

（
13
）	

李
長
傅
遺
著
、
陳
代
光
整
理
『
禹
貢
釈
地
』（
中
州
書
画
社
、
一
九
八
二
年
）。

（
14
）	

科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
15
）	

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。「
禹
貢
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
「『
禹
貢
』

著
成
時
代
考
」
及
び
「『
禹
貢
』
篇
能
否
為
戦
国
時
人
所
偽
造
」。
多
く
の
ペ
ー
ジ

を
費
や
し
て
緻
密
に
論
じ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
疑
古
派
以
来
の
「
史
料
」
そ
の
も

の
の
検
討
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
先
祖
返
り
と
言
え
る
。

（
16
）	

一
九
一
二
年
稿
。『
支
那
歴
史
地
理
研
究　

正
編
』（
弘
文
堂
書
店
、
一
九
二

八
年
）
所
収
。

（
17
）	

「
東
亜
経
済
研
究
」
六
─

一
（
一
九
二
二
）。
の
ち
『
研
幾
小
録
』（
弘
文
堂
、

一
九
二
八
年
）
所
収
。『
内
藤
湖
南
全
集
』
七
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）。

（
18
）	

湖
南
は
ま
た
「
尚
書
稽
疑
」（「
支
那
学
」
一
─

七
（
一
九
二
四
）。『
研
幾
小
録
』

所
収
）
に
お
い
て
、「
今
文
尚
書
」
は
、「
五
誥
を
中
心
と
し
た
周
公
の
言
辞
を
主

と
し
て
書
い
た
」
も
の
が
コ
ア
で
、「
呂
刑
」
以
下
三
篇
は
、
後
に
加
え
ら
れ
た
も

の
だ
ろ
う
と
す
る
。
魯
の
こ
と
を
述
べ
る
「
費
誓
」
が
元
々
の
「
尚
書
」
の
終
わ

り
で
あ
っ
た
の
が
、
斉
に
仕
え
た
儒
者
が
「
呂
刑
」
を
、
晋
（
魏
）
に
仕
え
た
儒

者
が
「
文
侯
之
命
」
を
、
秦
に
仕
え
た
儒
者
が
「
秦
誓
」
を
そ
れ
ぞ
れ
書
き
加
え
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た
の
だ
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
末
尾
だ
け
で
な
く
首
篇
に
も
、
附
加
が
な
さ
れ
、

「
加
上
法
」
的
に
、
周
公
以
前
の
聖
人
が
設
定
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
治
績
に
関
わ
る

文
章
が
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、「
禹
貢
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
湖
南
の
「
今
文
尚
書
」
成
立
史
を
よ
し
と
す
る
な
ら
ば
、「
禹
貢
」
そ
の
も
の

に
も
「
成
立
史
」
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
原
「
禹
貢
」
は
「
九
州
説
」
と
「
導
山
・
導
水
」
か
ら
な
っ
て
お
り
、
後

に
「
五
服
説
」
が
加
え
ら
れ
た
。「
九
州
」
に
つ
い
て
も
、「
爾
雅
」
に
は
な
い
「
梁

州
」
が
「
禹
貢
」
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
、「
梁
州
」
に
近
い
地
域
に
「
尚
書
」
が

持
ち
込
ま
れ
た
と
き
に
、「
梁
州
」
が
加
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
19
）	

「
史
林
」
一
八
─

二
、
三
、
四
（
一
九
三
三
年
）。『
宮
崎
市
定
全
集
』
三
（
岩

波
書
店
、
一
九
九
一
年
）。

（
20
）	

平
凡
社
、
一
九
五
九
年
。

（
21
）	

成
書
年
代
で
は
な
い
が
、
森
鹿
三
は
「
禹
貢
を
理
解
す
る
立
場
」「
日
本
史
研

究
」（
第
七
輯
、
一
九
四
八
）、
の
ち
『
東
洋
学
研
究　

歴
史
地
理
篇
』（
同
朋
舎
、

一
九
七
〇
）
に
お
い
て
、「『
禹
貢
』
を
理
解
す
る
立
場
」
と
し
て
「
経
学
的
立
場
」

と「
史
学
的
立
場
」が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
成
書
に
関
わ
る
専
論
と
し
て
は
、

桑
田
幸
三
「
尚
書
『
禹
貢
』
に
つ
い
て
」（「
彦
根
論
叢
」
第
一
四
四
号
、
一
九
七
〇
）

や
高
崎
譲
治
「『
論
語
』
と
『
禹
貢
』
に
お
け
る
行
財
政
制
度
の
考
察
─
夏
商
周

代
の
経
済
制
度
を
考
古
学
的
鑑
定
結
果
に
照
合
さ
せ
て
」「
東
日
本
国
際
大
学
研

究
紀
要
」
第
七
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
妥
当
な
新
説
を
出

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

	

以
上

（
二
〇
一
八
年
三
月
三
〇
日
提
出
）

（
二
〇
一
八
年
四
月
五
日
受
理
）


